
沖縄漁業基金事業交付規則 

 

[平 成 26 年 2 月 21 日 施 行 ] 

最 終 改 正 令和 5 年 8月 15 日 

第１章総則 

 

第１条 目的 
 この沖縄漁業基金事業交付規則（以下「交付規則」という。）は、水産関係民間 

団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成２２年３月２６日付け２１水港第２

５９７号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。）に基づき沖縄漁業基金事業の

適正な管理、執行に資することを目的とする。 

 

第２条 共通事項 
１ 事業実施計画の提出及び変更 

水産関係民間団体事業補助金交付等要綱（平成１０年４月８日付け１０水漁第９４

５号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）第５の１の事業実施

計画は、運用通知別記参考様式第１号により作成し、水産庁長官に提出するものとす

る。 

 また、事業実施計画の重要な変更は、運用通知別記参考様式第２号により作成し、

水産庁長官に提出するものとする。 

２ 財産の運用・管理規定 

事業実施主体が、助成事業実施期間後に助成事業の目的に従い事業の効果又は効率

の向上を図るため、助成事業により取得した財産を実験等に供しようとする場合は、

水産庁長官の承認を得なければならない。なお、実験等を委託して実施した場合も同

様とする。 

３ 特許権の処分・放棄の協議 

事業実施主体は、本事業の結果取得した特許権等に係る交付等要綱第２４の３に基

づく利用又は処分については、次のとおりとする。 

（１）当該事業を実施した年度及び当該年度の翌年度以降５年以内に特許権等を放棄 

しようとするときは、運用通知別記参考様式第３－１号により事前に水産庁長官と

協議する。 

（２）当該事業を実施した年度の翌年度以降５年を経過した後に特許権等を譲渡又は放

棄した場合には、運用通知別記参考様式第３－２号により水産庁長官に報告する。 

４ 指導及び監督 

水産庁長官は、この事業の実施に関し必要な指導及び監督を行い、必要に応じ、事

業実施主体からの報告を求めることができるものとする。 

 

第３条 定義 
この交付規則における次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとする。 

１ 「財団」とは、公益財団法人沖縄県漁業振興基金をいう。 



２ 「沖縄漁業基金事業」の対象となる事業の種類は、交付等要綱の第３の別表１に掲

げる事業種類をいう。 

 別表１ 

沖縄漁業基金事業の種類 助 成 率 

１ 台湾漁船等対策 

 ア 海底清掃事業 定   額 
 イ 外国漁船操業等調査・監視事業 定 額 

 ウ 漁具被害復旧支援事業 定額・定率 

エ 民間漁業者交流支援事業 定 額 

オ 操業状況等把握システム開発事業 定   額 

 カ 操業安全対策事業 定   額 

２ 漁業振興対策 

 ア 沖縄産水産物流通促進事業 １／２以内 

 イ 漁業経営安定対策事業 

 （１）施設整備等利子助成事業 

 （２）特別保証対策事業 

定 額 

 

 

 ウ 漁業共済掛金助成事業 定 率 

 エ 再編整備等推進支援事業 

 （１）再編整備支援事業 

 （２）魚種転換等支援事業 

定 率 

 

 

３ 漁業環境整備の推進 

 ア 海岸清掃等活動支援事業 定 額 

４ 一般管理費 定 額 

 

３ 「事業実施者」とは、財団が行う沖縄漁業基金事業のうち、補助対象事業の事業実

施者をいい、別表２のとおりとする。ただし、財団が必要と認めた場合は、水産庁長

官の承認を得て新たに事業実施者を追加することができるものとする。 

４ 「取決め適用水域」とは、公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序

の構築に関する取決め（以下「日台漁業取決め」という。）第２条に規定される水域

をいう。 

 

別表２ 

補 助 対 象 事 業 名 事 業 実 施 者 

１  海底清掃事業 沖縄県に住所を有する漁業協同組合 

２ 外国漁船操業等調査・監視事業 沖縄県に住所を有する漁業協同組合 

３ 漁具被害復旧支援事業 沖縄県に住所を有する漁業協同組合 

４ 民間漁業者交流支援事業 沖縄県漁業協同組合連合会 

５  操業状況等把握システム開発事業  



６  操業安全対策事業 沖縄県に住所を有する漁業協同組合 

７ 沖縄水産物流通促進事業  

８ 漁業経営安定対策事業  

９ 漁業共済掛金助成事業  

10 再編整備等推進支援事業 沖縄県漁業協同組合連合会 

沖縄県に住所を有する漁業協同組合 

11   海岸清掃等活動支援事業  

 

第４条 事業検討委員会の設置等 
１ 財団は、沖縄漁業基金事業の適正かつ円滑な運営を図るため、学識経験者等で構成

する事業検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置するものとする。 

２ 検討委員会の委員は学識経験を有する者等６人以内で組織し、財団の理事長が委嘱

するものとする。また、財団の理事長が必要と認める場合には、専門の学識経験を有

する者を特別委員として委嘱することができるものとする。 

３ 検討委員会は、次の事項について検討し、財団の理事長に意見を述べることができ

るものとする。 

（１）沖縄漁業基金事業のあり方 

（２）沖縄漁業基金事業と他の関連施策との連携のあり方 

（３）その他沖縄漁業基金事業の実施に関連する事項 

４ 財団は、沖縄漁業基金事業を実施するに当たり、３の意見を尊重するものとする。 

 

第５条 基金の管理等 
１ 財団は、沖縄漁業基金を適正に管理するため、他の業務にかかる資金と区分して経

理し、沖縄漁業基金事業勘定を設けるものとする。 

２ 財団及び事業実施者は、沖縄漁業基金事業の経理について、他の基金及び沖縄漁業

基金事業以外の経理と明確に区分した上で、帳簿を整備し、常にその収支状況を明ら

かにしておくとともに、証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに毎年度分を整備

保管し、沖縄漁業基金事業の完了又は中止若しくは廃止した日の属する年度の翌年度

から起算して５年間保管しておかなければならない。 

３ 財団は、沖縄漁業基金事業勘定の管理・運用に当たり通常発生する各種手数料、通

信運搬費等の諸経費については、沖縄漁業基金事業勘定の中から支弁することができ

るものとする。 

４ 沖縄漁業基金の運用から生ずる果実は、同勘定に繰り入れるほか、運用通知別記様

式第４９号により毎年度水産庁長官の承認を得て、一般管理費を含め第３条の２に掲

げる事業に充てることができるものとする。 

 

 

 
 



第２章 台湾漁船等対策 

 

第１節 海底清掃事業 

 
第６条 財団による助成 

財団は、海底清掃事業（以下第２章第１節において「事業」という。）の事業実施

者に対し、事業に要する経費を定額で助成するものとする。 
 
第７条 事業実施者 

事業実施者は、沖縄県に住所を有する漁業協同組合及び水産庁長官が適当と認め

た者とする。 
 
第８条 事業の委託 

１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一

部を第三者に委託して実施することができるものとする。 
２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものと

する。 
 
第９条 事業の内容 

台湾漁船等による投棄漁具及び放置漁具を回収し、漁場機能の維持管理を行うた

めに必要な次に掲げるものを行うものとする。 
１ 漁具投棄監視巡回事業 

投棄漁具に係る情報の収集及び調査を行う。 
２ 漁具回収計画策定事業 

投棄漁具及び放置漁具の回収等による漁場機能の維持管理を図るための計画の策

定を行う。 
３ 投棄漁具回収事業 

投棄漁具の回収を行う。 
４ 放置漁具回収事業 

放置漁具の回収を行う。 
５ 回収漁具処分事業 

回収した漁具の処分を行う。 
６ 漁具の保管 

回収した投棄漁具、放置漁具等の倉庫等での保管を行う。 
なお、事業を実施する際、国の監視船等による取締を補完し、違反船の行動等の

情報を国の監視船等に通報・連絡することによって、取決め適用水域及びその周辺

水域（以下この項目において「取決め適用水域等」という。）と我が国排他的経済水域の

境界線を中心とした監視網の構築を図るために必要な次の事業を行うことができる。 
（１）国の監視船等に対する違反船の行動等に係る情報提供 
（２）関係漁業者等に対する外国漁船等の操業状況等に係る情報提供 

 
第１０条 助成対象経費 

助成金の対象となる経費は、次のとおりとする。 
１ 漁具回収計画の策定に要する経費 
２ 投棄漁具の回収に要する経費 



３ 放置漁具の回収に要する経費 
４ 回収した投棄漁具及び放置漁具の保管に要する経費 
５ 回収した漁具の処分に要する経費 
６  その他財団が必要と認める経費 

 
第１１条 事業実施計画 

１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第１－１

号により、事業実施計画承認申請書を作成し､財団の承認を受けるものとする。これ

を変更するときも同様とする。 
２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第１号により水

産庁長官に協議しなければならない。 
 
第１２条 助成金の交付申請 

１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第１－２号によ

り財団に交付申請を行うものとする。 
２ 事業実施者は、１の申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入

控除税額（助成対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法

律第 108 号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金

額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額

との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金

額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでは

ない。 

３ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 
 
第１３条 助成金の概算払い 

１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 
２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第１－３号

により財団に請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合におい

て、助成金の概算払いを行うものとする。 
 
第１４条 事業実績の報告 

１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、別

記様式第１－４号により事業終了後遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提

出するものとする。 
２ 第１２条の２ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施者は、１の実績

報告書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかであ

る場合は、これを助成金額から減額して報告しなければならない。 
３ 第１２条の２ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施者は、１の実績

報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係

る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（２の規定により減額した場

合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第１－５号の

消費税仕入控除税額報告書により速やかに財団に報告するとともに、財団による返



還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該助成金に係る消費税仕

入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、

助成金の額の確定のあった翌年６月 20 日までに、同様式により財団に報告しなけ

ればならない。 
４ 財団は、実績報告書の内容を精査し、適切と認められた場合には、助成金の額を

確定し、助成金を支払うものとする。 
５ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第２号により

水産庁長官へ報告するものとする。 
 

第２節 外国漁船操業等調査・監視事業 

 

第１５条 財団による助成 
財団は、外国漁船操業等調査・監視事業の事業実施者に対し事業に要する経費を定 

額で助成するものとする。 
 

第１６条 事業実施者 
事業実施者は、沖縄県に住所を有する漁業協同組合及び水産庁長官が適当と認め

た者とする。 
 

第１７条 事業の委託 
１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一部

を第三者に委託して実施することができるものとする。 

 ２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものとす

る。 

 

第１８条 事業の内容 
台湾漁船等の操業状況調査・監視、台湾等取締船の行動調査・監視、漁場調査及び

その計画策定を行うものとする。 
 

第１９条 助成対象経費 
取決め適用水域及びその周辺水域（以下「取決め適用水域等」という。）の台湾漁

船等の操業により影響を受ける水域における台湾漁船等の操業状況調査・監視、台湾

等取締船の行動調査・監視、漁場調査等の計画の策定に要する経費及び計画策定によ

って定められた海域における台湾漁船等の操業状況調査・監視、台湾等取締船の行動

調査・監視、漁場調査等に要する経費。 

なお、事業の実施に際し、台湾漁船等の操業状況調査・監視、台湾等取締船の行動

調査・監視又は漁場調査以外の行為（乗船料等の漁業活動以外の収入を得る行為等）

を行う場合は、助成の対象外とする。 
 

第２０条 事業実施計画 
１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第２－１号



により、その事業年度の事業実施計画書を作成し、財団の承認を受けるものとする。

これを変更するときも同様とする。 

２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第３号により水

産庁長官に協議しなければならない。 
 
第２１条 助成金の交付申請 
１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第２－２号により

財団に交付申請を行うものとする。 

２ 事業実施者は、１の申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控

除税額（助成対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第

108 号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地

方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計

額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らか

な場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助

成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。 

３ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 

 

第２２条 助成金の概算払い 
１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 

２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第２－３号に

より財団に請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合において、

助成金の概算払いを行うものとする。 

 

第２３条 事業実績の報告 
１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、別記

様式第２－４号により事業終了後遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提出す

るものとする。 
２ 第２１条の２ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施者は、１の実績報

告書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場

合は、これを助成金額から減額して報告しなければならない。 
３ 第２１条の２ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施者は、１の実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消

費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（２の規定により減額した場合にあ

っては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第２－５号の消費税仕

入控除税額報告書により速やかに財団に報告するとともに、財団による返還命令を受

けてこれを返還しなければならない。また、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が

明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、助成金の額の

確定のあった翌年６月 20 日までに、同様式により財団に報告しなければならない。 
 ４ 財団は、実績報告書の内容を精査し、適切と認められた場合には、助成金の額を



確定し、助成金を支払うものとする。 
５ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第４号により水

産庁長官に報告するものとする。 
 

 

第３節 漁具被害復旧支援事業 

 

第２４条 財団による助成 
財団は、漁具被害復旧支援事業の事業実施者に対し事業に要する経費を定額、定率

で助成するものとする。 

 

第２５条 事業実施者 
 事業実施者は、沖縄県に住所を有する漁業協同組合及び水産庁長官が適当と認めた

者とする。 

 

第２６条 事業の委託 
１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一部

を第三者に委託して実施することができるものとする。 

 ２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものとす

る。 

 

第２７条 事業の内容 
台湾漁船等の緊急避泊・不法操業等によって漁具や施設の被害が発生した場合、被

害漁具等を原状復帰するために必要な被害漁具等の回収・処分、共同利用漁具・施設

の導入、代替漁具の整備等を行うものとする。 
 

第２８条 助成対象経費 
１ 我が国の領海及び排他的経済水域内において、被害漁具等が台湾漁船等の緊急避泊・

不法操業によるものであることについて、事業実施者が指名する地方公共団体等の第

三者による確認を別記様式第３－１号により受けた場合に、当該被害漁具等を原状復

帰するために必要な被害漁具等の回収・処分、共同利用漁具・施設の導入等に要する

経費。 

（１）用地買収費、借地料、補償費及び種苗購入費は、対象としない。 

（２）新設又は新品によるもののほか、既存施設及び資材の有効利用等の見地から必要

があると認められる場合には、既存施設及び資材の利用に係る導入経費を対象とす

ることができるものとする。 

２ 台湾漁船等の緊急避泊・不法操業等によって漁具や施設の被害が発生した場合に備

え、速やかに当該漁業の操業に復帰するために必要な代替漁具の整備等に要する経費。 
 
 



第２９条 助成の実施 
助成金の額は、別表３の左欄に掲げる事業に要した費用の額に、同表の右欄に掲げ

る助成率を乗じた額とする。ただし、別表３の左欄の（１）について、別表４の左欄

に掲げる漁具等に被害を受けた場合については、それぞれ同表の右欄に定める価額を

助成額の上限とし、別表４の左欄に掲げるもの以外の漁具等に被害を受けた場合につ

いては助成金の額を水産庁長官に協議することとする。また、別表３の左欄の（３）

についても、ただし書きに準ずることとする。 
 

別表３ 

区  分 助 成 率 

（１）沖縄県周辺水域における台湾の漁

船による被害 

（２）その他の外国漁船による被害 

（３）代替漁具等の整備 

定 額 

 

１／２以内 

定 額 

別表４ 

区  分 価格（千円／被害件数） 

まぐろはえなわ魚具 ７，０００千円／件 

浮き漁礁 ７，５００千円／件 

 

第３０条 事業実施計画 
１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第３－２

号により、その事業年度の事業実施計画書を作成し、財団の承認を受けるものとす

る。これを変更するときも同様とする。 

２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第５号により

水産庁長官に協議しなければならない。 

 

第３１条 助成金の交付申請 
１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第３－３号によ

り財団に交付申請を行うものとする。 

２ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 

 

第３２条 助成金の概算払い 
１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 

２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第３－４号

により財団に請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合におい

て、助成金の概算払いを行うものとする。 

 
 



第３３条 事業実績の報告 
１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、別

記様式第３－５号により事業終了後遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提

出するものとする。 

２ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第６号により

水産庁長官に報告するものとする。 
 

第４節 民間漁業者交流支援事業 

 

第３４条 財団による助成 
財団は、民間漁業者交流支援事業の事業実施者に対し事業に要する経費を定額で助

成するものとする。 
 

第３５条 事業実施者 
事業実施者は、沖縄県漁業協同組合連合会とする。 

 

第３６条 事業の委託 
１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一部

を第三者に委託して実施することができるものとする。 

 ２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものとす

る。 

 

第３７条 事業の内容 
取決め適用水域等における安全かつ秩序ある操業の維持、確保を図るため、日台等の

漁業関係者が具体的な資源管理措置に対する認識を共有することを促進するととも

に、台湾漁船等の操業実態を把握するために必要な次の事業を行うものとする。 

１ 資源管理措置認識事業 

日台等の漁業関係者による具体的な資源管理措置の確認及び相互理解のための会議

を行う。 

２ 相互乗船事業 

我が国漁業関係者の台湾漁船等への乗船のための派遣及び台湾等漁業者の我が国漁

船への乗船のための受入れを行う。 

３ 現地調査事業 

水揚げ地等の視察・調査を行う。 
 

第３８条 助成対象経費 
助成の対象となる経費は、次のとおりとする。 

１ 漁業関係者派遣費 

我が国漁業関係者を台湾等に派遣するために必要な経費（旅費、日当、宿泊料等） 

２ 漁業関係者受入費 



我が国漁業関係者が台湾等の漁業関係者を我が国に受け入れるために必要な経費（通

訳経費、旅費、資料印刷費等） 
 
第３９条 事業実施計画 
１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第４－１号

によりその事業年度の事業実施計画書を作成し、財団の承認を受けるものとする。こ

れを変更するときも同様とする。 

２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第７号により水

産庁長官に協議しなければならない。 
 
第４０条 助成金の交付申請 
１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第４－２号により

財団に交付申請を行うものとする。 

２ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 

 

第４１条 助成金の概算払い 
１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 

２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第４－３号に

より財団に請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合において、

助成金の概算払いを行うものとする。 

 
第４２条 事業実績の報告 
１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、別記

様式第４－４号により事業終了後遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提出す

るものとする。 

２ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第８号により水

産庁長官に報告するものとする。 
 
第５節 操業状況等把握システム開発事業 

 
第４３条 財団による助成 

財団は、操業状況等把握システム開発事業（以下第２章第５節において「事業」

という。）の事業実施者に対し、事業に要する経費を定額で助成するものとする。 
 
第４４条 事業実施者 

事業実施者は、沖縄県に住所を有する漁業協同組合等及び水産庁長官が適当と認

めた者とする。 
 
第４５条 事業の委託 

１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一



部を第三者に委託して実施することができるものとする。 
２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものと

する。 
 
第４６条 事業の内容 

日台漁業取決め水域で操業する我が国漁船の操業状況等を把握するシステムの開

発・運用に必要な次に掲げるものを行うものとする。 
１ 操業状況等把握システム開発計画検討委員会開催事業 

学識経験者、関係団体の代表者等により構成される操業状況等把握システム開発

検討委員会を開催し、操業状況等把握システム開発計画の検討及び策定を行う。 
２ 操業状況等把握システム開発事業 

１により策定された操業状況等把握システム開発計画に基づき、操業状況等の把

握に必要なシステムの開発を行う。 
  ３ 操業状況等把握システム保守管理等事業 
    ２により開発されたシステムを活用して、操業状況等の情報入手及び取りまとめ

を行う。 
また、システムが常時正常に稼働するよう、必要な保守管理やシステム改修を行

う。 
 
第４７条 助成対象経費 

助成の対象となる経費は、次のとおりとする。 
１ 操業状況等把握システム開発計画検討委員会の開催に要する経費 
２ 操業状況等の把握に必要な機器の整備等に要する経費 
３ 操業状況等の情報入手及び取りまとめに要する経費 
４ 操業状況等把握システムの保守点検やシステム改修に要する経費 
５ その他財団が必要と認める経費 

 
第４８条 事業実施計画 

１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第５－１

号により、事業実施計画承認申請書を作成し､財団の承認を受けるものとする。これ

を変更するときも同様とする。 
２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第９号により水

産庁長官に協議しなければならない。 
 
第４９条 助成金の交付申請 

１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、別記様式第５－２号によ

り財団に交付申請を行うものとする。 
２ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 
 
第５０条 助成金の概算払い 

１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 
２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第５－３号

により財団に請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合におい

て、助成金の概算払いを行うものとする。 
 
 



第５１条 事業実績の報告 
１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、別

記様式第５－４号により事業終了後遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提

出するものとする。 
２ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第１０号によ

り水産庁長官へ報告するものとする。 
 
第６節 操業安全対策事業 

 
第５２条 財団による助成 

財団は、操業安全対策事業（以下第２章第６節において「事業」という。）の事

業実施者に対し、事業に要する経費を定額で助成するものとする。 

 

第５３条 事業実施者 
 事業実施者は、沖縄県に住所を有する漁業協同組合及び水産庁長官が適当と認め

た者とする。 

 

第５４条 事業の委託 
１ 事業実施者は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一

部を第三者に委託して実施することができるものとする。 
２ 事業実施者は、１の委託を行う場合には、あらかじめ財団の承認を受けるものと

する。 
 

第５５条 事業の内容 

日台漁業取決め水域等で操業する沖縄県漁業者の安全操業の確保のために必要な

機器の整備等を行うものとする。 

 

第５６条 助成対象経費 

安全操業の確保のために必要な機器の整備等に要する経費。 

 

第５７条 事業実施計画 

１ 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、その事業年度の事

業実施計画書を作成し、財団の承認を受けるものとする。これを変更するときも

同様とする。 

２ 財団は、１の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知別記様式第 10－1 号に

より水産庁長官に協議しなければならない。 

 

第５８条 助成金の交付申請 
１ 事業実施者は、助成金の交付を受けようとするときは、財団に交付申請を行うも

のとする。 
２ 財団は、１により交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、

申請のあった事業実施者に通知するものとする。 
 

第５９条 助成金の概算払い 
１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができる。 
２ 事業実施者は、助成金の概算払いを受けようとするときは、財団に請求を行い、



財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合において、助成金の概算払いを行

うものとする。 
 

第６０条 事業実績の報告 

１ 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、事

業終了後、遅滞なく、事業実績報告書を作成し、財団に提出するものとする。 

２ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第 10－2 号に

より水産庁長官に報告するものとする。 

 

 

第３章 漁業振興対策 

 

第１節 沖縄産水産物流通促進事業 

 

第６１条 財団による助成 
１ 沖縄産水産物の目詰まり解消を図るために、財団は、目詰まり解消の実証を行う取

組に対して、対象経費の１／２を上限として助成するものとする。 
 

第６２条 事業の内容及び事業実施者 
財団が、目詰まり解消の実証を行う取組を公募し、財団が設置する事業推進評価委

員会において、以下の１、２に基づき審査を行うものとする。審査結果について水産

庁長官の承認を得た上で、財団は支援対象となる目詰まり解消プロジェクト（以下「プ

ロジェクト」という。）に対して、助成金を交付するものとする。また、プロジェク

トの実証内容や結果については、実績報告等を基に、別途財団が助成要領にて指定す

る方法により公表するものとする。 

１ 事業実施者 

事業実施者は、沖縄産水産物の生産者、流通業者、加工業者、それらの団体その他

水産庁長官が特に目詰まり解消の実証の取組を行う者と認めた者とする。 

２ プロジェクトの要件 

この事業の支援対象となるプロジェクトの要件は、以下の（１）及び（２）を満た

し、かつ（３）又は（４）のうち１つ以上を満たすこととする。 

（１）目詰まり解消の実証を行う取組であること 

（２）実証効果が十分な取組であること 

（３）原材料、製品、技術、工程、集出荷方法、販売方法等のうち１つ以上において新

規性や先進性を有していること 

（４）消費地のニーズ把握、産地情報の共有、販路開拓支援、沖縄産水産物を普及する

ための研修・セミナー等を実施する取組であること 

 

第６３条 手続 
１ 助成要領の作成 

財団は、事業開始後速やかに沖縄産水産物流通促進事業助成要領及び申請様式を作



成し、運用通知別記様式第１１号により水産庁長官の承認を得なければならない。 

２ 目詰まり解消プロジェクト計画の承認 

（１）プロジェクト実施者は、別途財団の定める様式により目詰まり解消プロジェクト

計画書（以下「計画書」という。）を作成し、財団に提出するものとする。 

（２）財団は、学識経験者、有識者、専門家等からなる事業推進評価委員会を開催し、

計画書に基づいて審査を行い、審査結果を運用通知別記様式第１２号により水産庁

長官へ提出し、その承認を受けるものとする。 

（３）承認されたプロジェクト実施者は、別途財団の定める様式により財団に対し助成

金の交付申請を行い、財団が適当と認める場合に、プロジェクト実施者に助成決定

する旨の通知を行うものとする。 

３ 助成金の概算払 

プロジェクト実施者は、概算払いを受けようとする場合には、別途財団の定める様

式により概算払請求を行い、財団は、これに基づき助成金の交付を行うことができる

ものとする。 

 

第６４条 助成対象経費 
以下の１から１１のうち、プロジェクトに必要と認められる実証の範囲の経費を助

成対象経費とする。 
 なお、運用通知の第３の３－１－（２）ア・イに定める事業の補助金の交付を受け

ているプロジェクトは、助成を実施しない。 

１ 水産物の加工のために必要な機器、資材に要する経費 

（水産物の処理・加工機器、冷凍・冷蔵・貯蔵機器、衛生管理機器、包装用機器、

パレット等） 

２ 水産物の集出荷貯蔵販売等の流通に必要な機器、資材に要する経費 

（水産物の選別機器、冷凍・冷蔵機器、検査機器、衛生管理機器、出荷用機器、出

荷用資材、販促資材、鮮度保持容器等） 

３ 水産物の買取に要する借入金の金利 

（水産物の買取代金の支払の日から販売代金の受取りの日又は販売後７日を経過し

た日のいずれか早い日までの間の当該支払に充てるための借入金に要する金利） 

４ 水産物の販売受託に要する借入金の金利 

（水産物の仮払代金の支払の日から販売代金の受取りの日又は販売後７日を経過し

た日のいずれか早い日までの間の当該支払に充てるための借入金に要する金利） 

５ 冷蔵庫保管経費及び倉庫等保管経費 

（水産物の冷蔵庫等の保管料、冷蔵庫等の入出庫料等） 

６ 加工経費 

（一次加工等に要する経費） 

７ 運送経費 

８ ニーズ調査、販路開拓、研修、セミナー、商談会等の実施に必要な経費 

９ 産地市場に設置する放射能測定機器に要する経費 

１０ 産地市場における水域表示を行うためのシステム改修経費 



１１ その他、プロジェクトの実行のために水産庁長官が必要と認めた経費 

 

第６５条 事業実績の報告 
事業実績の報告及び助成金の精算払 

１ 事業実施者は、事業終了後遅滞なく、別途財団の定める様式により実績報告書を作

成し、財団に提出するとともに、別途財団が定める様式による精算払請求書により、

財団に助成金の交付を申請するものとする。 

２ 財団は、実績報告書の内容を審査し、適切と認められた場合には、助成金の額を確

定し、事業実施者に対して助成金を支払うものとする。 

３ 財団は、１による報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第１３号により

遅滞なく水産庁長官に報告するものとする。 

 

第６６条 機器等の管理について 
事業実施者は、この事業により取得した機器等や、助成対象の経費については、財

団による指導監督の下、財産管理台帳及び管理規定を作成するほか、その他必要に応

じ、関係書類を整備保管すること等により、適切な管理が図られるようにするものと

する。 

 

第２節 漁業経営安定対策事業 

 

第１項 施設整備等利子助成事業 
 
第６７条 財団による助成 

財団は、日台漁業取決めの影響を受ける漁業者及び漁業協同組合が借り入れる資金

に対し、利子助成金を定額で助成することができるものとする。 

  
第６８条 助成対象者 

この事業の利子助成を受けることができる者は、平成 26 年２月６日以降に融資機

関からの資金の貸付けを受けた者であって、次のいずれかに該当するもの（以下「助

成対象者」という。）とする。なお、１の確認及び証明にあっては運用通知別記様式

第１４号により、２の確認及び証明にあっては運用通知別記様式第１５号により、３

の承認にあっては運用通知別記様式第１６号により、それぞれ申請するものとする。 

１ 日台漁業取決めが交わされる前の直近３か年のいずれかの事業年度において、取決

め適用水域等における漁獲量又は漁獲金額のいずれかが当該事業年度における総漁

獲量又は総漁獲金額の１０％以上を占めている旨の漁業協同組合又は沖縄県漁業協

同組合連合会（やむを得ない場合には、市町村長）の証明を受け、当該証明について

沖縄県知事の確認を受けた漁業者（漁業を営む法人を含む。） 

２ 日台漁業取決めが交わされる前の直近３か年のいずれかの事業年度において、１に

該当する者の操業による漁獲物の取扱量又は取扱金額のいずれかが当該事業年度にお

ける漁獲物の総取扱量又は総取扱金額の１０％以上を占めている旨の沖縄県漁業協同



組合連合会（やむを得ない場合には、市町村長）の証明を受け、当該証明について沖

縄県知事の確認を受けた漁業協同組合 

３ １又は２に掲げる者のほか、第４条により財団が設置する事業検討委員会において、

その漁獲量若しくは漁獲金額又は漁獲物の総取扱量若しくは総取扱金額について日台

漁業取決めによる影響を相当程度受ける者であると認められ、水産庁長官の承認を受

けた漁業者又は漁業協同組合 
 

第６９条 資金の種類 
この事業の利子助成の対象となる資金の種類は、次に掲げるものとする。 

１ 設備資金 
助成対象者である漁業者が借り入れる、新たな漁場に適応するための設備等を導入

するための設備資金 
２ 運転資金 

助成対象者が借り入れる、漁業活動等を継続するための短期運転資金 
 

第７０条 融資枠 
この事業の利子助成の対象となる資金の融資枠の上限は、次に掲げる資金の種類の

区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 

１ 助成対象者である漁業者が借り入れる設備資金 ８千万円 

２ 助成対象者である漁業者が借り入れる運転資金 １千万円 

３ 助成対象者である漁業協同組合が借り入れる運転資金 １億円 
 
第７１条 利子助成期間 

この事業の利子助成の対象となる期間は、次に掲げる資金の種類の区分に応じ、そ

れぞれ次に掲げる期間とする。 

１ 設備資金 
償還終了までの期間又は貸付けの日から５年（漁船関係資金にあっては１０年）の

いずれか短い期間 

２ 運転資金 
償還終了までの期間又は貸付けの日から１年のいずれか短い期間 

 

第７２条 利子助成の額 

この事業の利子助成の額は、次に掲げる資金の種類の区分に応じ、それぞれ次に掲

げる額とする。 

１ 設備資金 
利子相当額又は年利率４％として算定した額のいずれか低い額 

２ 運転資金 
利子相当額の１／２に相当する額又は年利率４．５％として算定した額の１／２に

相当する額のいずれか低い額 
 



第７３条 助成の実施 
１ 助成規程 

財団は、この事業を実施するに当たり、融資機関が融通する資金に対する利子助成

金の助成に関する規程（以下「助成規程」という。）を作成し、水産庁長官の承認を

得るものとする。 
２ 助成申請 

利子助成金の助成を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、助

成規程の定めるところにより、利子助成金助成申請書を作成し、この事業の利子助成

の対象となる資金を融通した融資機関を経由して財団に提出するものとする。 
３ 申請の承認 

財団は、申請者が少なくとも当該資金の償還期間中は事業活動を継続することが確

実であって、かつ適正な事業運営が行われると認められる者である場合において、利

子助成金の助成申請を承認し、助成規程の定めるところにより、その旨を当該申請に

係る資金を融通した融資機関に通知するものとする。 
 

第７４条 利子助成金の助成 
１ 融資機関は、助成規程の定めるところにより、申請者が受け取る利子助成金を取り

纏め、財団に請求するものとする。 

２ 財団は、助成規程の定めるところにより、１の請求に基づき利子助成金を支払うも

のとする。 
 

第７５条 利子助成金の助成の中止及び返還 
財団は、申請者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合であって、正当な理由

がなく、かつ改善の見込みがないと認められるときは、助成規程の定めるところによ

り、利子助成金の助成を停止し、又は既に助成した利子助成金の全部若しくは一部に

ついて、申請者から返還させることができるものとする。 

１ 融資機関との金銭消費貸借契約、当座勘定取引契約又は当座貸越契約を解約・解除

した場合 

２ 事業を中止した場合 

３ 助成対象者に該当しなくなった場合 

４ 本事業と類似する他の国の事業を既に受けており、二重助成となっている事実が確

認された場合（発生する恐れがある場合も含む） 

５ 助成規程の定めるところにより財団が求めた報告を怠り、若しくはその調査を拒み、

又は申請者が提出した書類に虚偽の事実が記載されていた場合 
 

第７６条 事業の申請期間 
この事業の申請期間は、平成２６年２月６日から令和６年３月３１日までとする。 
 

第７７条 報告 
財団は、水産庁長官に対し第７３条の３の承認実績を毎月報告するとともに、毎事



業年度終了後遅滞なく、運用通知別記様式第１７号による報告を行うものとする。 
 

第７８条 事業の委託 
１ 財団は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業の一部を第三

者に委託して実施することができるものとする。 
２ 財団は、１の委託を行う場合には、あらかじめ水産庁長官と協議するものとする。 

 
第２項 特別保証対策事業 
 
第７９条 財団による助成 

財団は、第６９条に掲げる資金を借り入れる助成対象者である漁業者に対し、全国

漁業信用基金協会沖縄支所（以下「基金協会」という。）が引き受ける保証であって、

保証人を不要とし、担保の徴求は融資対象物件のみとするものに関して、当該保証の

引受実績に応じ代位弁済後に見込まれる求償権の回収金減少見合額について基金協会

に対し助成金を定額で交付するものとする。また、当該保証に係る保険に要する経費

について独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）に対し交付金

を定額で交付するものとする。 

 
第８０条 事業の委託 
１ 財団は、特別保証対策事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業

の一部を第三者に委託して実施することができるものとする。 
２ 財団は、１の委託を行う場合には、あらかじめ水産庁長官と協議するものとする。 

 
第８１条 事業の内容 

基金協会が引き受ける保証は、以下の要件を満たすものとする。 

１ 保証対象者 
助成対象者である漁業者であって、中小漁業融資保証法（昭和２７年法律第３４６

号）第２条第１項に規定する中小漁業者等に該当する者とする。 

２ 保証対象資金 
基金協会が保証することができる資金のうち次に掲げる資金であって、信用基金の

保険に付された資金であること。 
（１）第６９条の１に規定する設備資金 
（２）第６９条の２に規定する運転資金のうち、漁業者が借り入れるもの 

３ 担保及び保証人の徴求 
担保及び保証人の徴求については、次に掲げる要件を満たすものであること。 

（１）融資対象物件以外の物件について新たな担保の徴求を行わないこと。 
（２）新たな保証人及び連帯保証人の徴求を行わないこと。 
４ 求償権の回収 

物件からの求償権の回収については、融資対象物件からの回収に限定すること。 
５ 保証の限度額 



保証の限度額については、全国漁業信用基金協会業務方法書第６条第１項に規定す

る保証最高限度額の範囲内のものであること。ただし、第６９条の１に規定する設備

資金に係る保証の限度額については８千万円又は同条に規定する保証最高限度額の範

囲内において新たに保証できる額のいずれか低い額とし、第６９条の２に規定する運

転資金のうち漁業者が借り入れるものに係る保証の限度額については１千万円又は同

条に規定する保証最高限度額の範囲内において新たに保証できる額のいずれか低い額

とする。 
６ 保証引受期間 

基金協会が保証を引き受ける時点が、平成２６年２月６日から令和６年３月３１日

までであること。 
７ 利用者出資 

１から６までに該当する保証を受けるため、新たな利用者出資は必要としないもの

とすること。 

 
第８２条 助成対象経費 

基金協会が財団から受けた助成金は、次に掲げる経費に使用するものとする。 

１ 事業直接費（納付準備金繰入を除く） 

２ 事業管理費 

（１）役員報酬 

（２）給与手当 

（３）法定福利費 

（４）賞与引当金繰入 

（５）退職給付引当金繰入 
（６）旅費交通費 

（７）施設費 

（８）減価償却費 
 

第８３条 助成の実施 
１ 財団は、基金協会に対し、毎年度、次に定めるところにより助成金を交付するもの

とする。 

なお、「基金協会が特別保証対策事業により引き受けた保証額（基金協会負担分）」

については、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間（ただし、第８１条の６の

保証受付期間に限る。）に引き受けた保証の引受累計額から信用基金が特別保証対策

事業により引き受けた保険金額（基金協会が特別保証対策事業により引き受けた保証

額に一定の率（中小漁業融資保証法第６９条６項の一定の率をいう。）を乗じて得た

金額をいう。以下同じ。）を除いた額を用いるものとする。 
（１）設備資金 
     基金協会が特別保証対策 
     事業により引き受けた保証額        × ６．８％  × ０．９ 
     （基金協会負担分） 



 
 （２）運転資金 
     基金協会が特別保証対策 
     事業により引き受けた保証額        × ６．８％  × ０．９ 
     （基金協会負担分） 

 

ア 極度貸付資金にあっては、「基金協会が特別保証対策事業により引き受けた保証

額（基金協会負担分）」に代えて、毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間

（ただし、第８１条の６の保証受付期間に限る。）における貸付金の平均残高を

用いるものとする。 

イ 保証引受時の保証期間（保証契約を変更した場合は、変更後の保証期間）が６ヶ

月以下の資金に係る保証にあっては、「基金協会が特別保証対策事業により引き

受けた保証額（基金協会負担分）」に代えて、当該保証額に１／２を乗じて得た

額を用いるものとする。 
 

２ 財団は、信用基金に対し、毎年度、次に定めるところにより交付金を交付するもの

とする。 

 

（１）設備資金 

信用基金が特別保証対策事業 

により引き受けた保険金額        × ６．８％ 

 

 

（２）運転資金 

信用基金が特別保証対策事業 

により引き受けた保険金額        × ６．８％ 

 

 

 

第８４条 報告 
１ 報告 
（１）基金協会は、事業開始後の特別保証対策事業による保証の引受状況等について四

半期ごとに集計を行い、運用通知別記様式第１８号により、各四半期末の翌月末ま

でに、財団に報告するものとする。 

（２）信用基金は、事業開始後の特別保証対策事業による保険の引受状況等について四

半期ごとに集計を行い、運用通知別記様式第１９号により、各四半期末の翌々月末

までに、財団に報告するものとする。 

（３）財団は、（１）又は（２）の報告があった場合は、速やかに水産庁長官に対し報

告するものとする。 
２ 助成金の交付等 



（１）基金協会は、財団に対し、第８１条の６の保証引受期間において、毎年度、第８

４条の１の（１）に基づく第４四半期の報告に付して、別記様式第６－１号により、

第８３条の１により算出される助成金の交付を請求するものとする。 
（２）信用基金は、財団に対し、第８１条の６の保証引受期間において、毎年度、第８

４条の１の（２）に基づく第４四半期の報告に付して、別記様式第６－２号により、

第８３条の２により算出される助成金の交付を請求するものとする。 
（３）財団は、（１）及び（２）の請求書を審査の上、助成金又は交付金の支払いを行

うものとする。 
 

第８５条 その他 
基金協会が特別保証対策事業による保証を引き受け、当該保証に関して信用基金か

らの保険金支払による損失の補填を受ける場合における基金協会から信用基金への通

知等の手続については、信用基金が別に定めるものとする。 

 

第３節 漁業共済掛金助成事業 
 
第８６条 用語の定義 

漁業共済掛金助成事業における次に掲げる用語の定義は、それぞれ次のとおりとす

る。 

１ 「漁協一括契約」とは、漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号。以下この項

目において「漁災法」という。）第１０５条第１項第２号ロを被共済者とする共済契

約をいう。 

２ 「漁業者集団契約」とは、漁災法第１０５条第１項第２号ハを被共済者とする共済

契約をいう。 

３ 「共済掛金」とは、漁災法第２３条の規定に基づき、組合が規定する共済規程（以

下この項目において「共済規程」という。）の定めるところにより、共済契約で定め

る金額をいう。 

４ 「共済団体」とは、全国合同漁業共済組合沖縄県事務所及び全国漁業共済組合連合

会をいう。 

５ 「国庫補助額」とは、漁災法第１９５条の規定及び漁業共済資源管理等推進特別対

策事業（漁業収入安定対策事業等実施要綱（平成２３年３月２９日付け２２水漁第２

３２２号農林水産事務次官依命通知）の第３の１の（１）に規定された事業をいう。）

に基づき国が共済契約者に補助した金額をいう。 

６ 「組合」とは、全国合同漁業共済組合沖縄県事務所をいう。 

７ 「連合会」とは、全国漁業共済組合連合会をいう。 

８ 「共済責任期間」とは、漁災法第１０９条第１項の規定に定める期間をいう。 
 

第８７条 事業の内容 
財団が、外国漁船の操業による影響を受けている海域で操業し、外国漁船の操業や

航行に関する情報の提供を行う漁業者に対し、共済掛金の一部を定率で助成するもの



とする。 
 

第８８条 事業の実施 
１ 漁業共済掛金助成事業の対象等 

この事業により漁業共済掛金助成を受けることのできる者（以下「助成対象者」と

いう。）は、外国漁船の操業や航行に関する情報の提供を行い、かつ以下の（１）又

は（２）のいずれかに該当し（３）に該当する共済契約者とする。なお、（１）の沖

縄県知事の確認、又は（２）の水産庁長官の承認を受けた時点で共済契約を行ってい

る者については、当該共済責任期間開始日から助成の対象とする。 

（１）日台漁業取決めが交わされる前の直近３か年のいずれかの事業年度において、取

決め適用水域等における共済契約に係る漁獲量又は漁獲金額（以下この項目におい

て「漁獲実績」という。）が当該事業年度の当該共済契約に係る総漁獲実績の１０％

以上を占めている（漁協一括契約及び漁業者集団契約において、構成員個々におけ

る日台漁業取決めが交わされる前の直近３か年の事業年度のうち、取決め適用水域

等の共済契約に係る漁獲実績が当該事業年度の当該共済契約に係る総漁獲実績の１

０％以上を占めている年度がない者が含まれる場合を除く。）旨の、共済契約者の

所属漁業協同組合、所属漁業協同組合連合会又は所属業種別団体の長（やむを得な

い場合には、市町村長）の証明及び当該証明についての沖縄県知事の確認を受けた

者（証明及び確認は運用通知別記様式第２０号による。） 

（２）漁業共済区分の２号漁業（定置網を除く）に加入しており、かつ次の（４）又は

（５）の海域を主な操業海域とする者であり、第４条により財団が設置する事業検

討委員会において日台漁業取決めの実施により相当の影響を受ける者として助成対

象者とすることが特に必要であると認められ、水産庁長官の承認を受けた者。この

場合、当該漁業者の主たる操業海域が要件に合致する海域であることを証する書面

を添付の上、当該漁業者が所属する漁業協同組合長の証明及び、沖縄県知事の確認

を得て、組合又は連合会を経由して特認承認申請書を財団へ提出するものとする。 

（３）助成対象者が運用通知の第３の２－６に定める事業において漁業共済掛金助成を

受けていない者。 

（４）ア及びイのいずれにも該当する海域 

ア 日台漁業取決めに基づき、我が国排他的経済水域内において外国漁船の操業が認

められた海域及びその隣接する海域であって、漁場競合等が生じるおそれがあると

認められる海域 

イ 取決め適用水域等における漁場競合の結果、従来行っていた取決め適用水域等内

での操業を縮小し、我が国排他的経済水域内で操業を行う漁船が増加したことから、

我が国漁船間において漁場競合等が生じるおそれがあると認められる海域 

（５）日台漁業取決めに基づき、台湾の排他的経済水域内で我が国漁船が操業している

海域であって、操業が制限されるおそれがある海域及び、操業を制限されたことに

より、台湾の排他的経済水域内で操業を縮小し、我が国漁船間において漁場競合等

が生じるおそれがあると認められる海域 
 



第８９条 外国漁船の操業や航行に関する情報提供 
１ 助成対象者は、当該事業年度中に発見した外国漁船又は外国漁船が設置したと思わ

れる漁具に関する情報を、毎事業年度終了後遅滞なく運用通知別記様式第２１号によ

り、組合に報告するものとする。 

２ 助成対象者は、違法操業の疑いがある外国漁船又は外国漁船が設置したと思われる

漁具を発見した場合には、直ちに管轄する内閣府沖縄総合事務局等へ通報するものと

する。 
 

第９０条 漁業共済掛金助成金の交付 
１ 交付する額は、共済掛金の額から国庫補助額を差し引いた額に、別表５の助成率を

乗じた額とする。 
 

別表５ 

区  分 助 成 率 

第３節の第８８条の１の（１）に規定する割合が１０％以上３

０％未満の者 

１／３以内 

第８８条の１の（１）に規定する割合が３０％以上の者 １／２以内 

  第８８条の１の（２）に規定する者 

・５０トン未満漁船漁業 

・５０トン以上１００トン未満漁船漁業 

・１００トン以上漁船漁業 

 

１／３以内 

２／５以内 

１／２以内 

  

２ 助成対象者に対する助成金は、共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に 

充てるため、当該組合へ交付するものとする。 

３ ２の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合へ交付するのに代えて、連合会

に交付することができるものとする。 

４ 組合又は連合会は、交付を受けようとするときは、毎事業年度、交付申請書及び計

画書を別記様式第７－１号により財団に提出するものとする。これを変更しようとす

るときは、別記様式第７－２号により計画変更承認申請書を財団に提出するものとす

る。 

５ 財団は、４の申請があった場合には、当該申請につき漁業共済掛金助成交付金（以

下「交付金」という。）を交付することが適当かどうかを審査した上で、当該申請者

に対し、交付金の交付決定を行うものとする。 

６ 財団は、５の決定を行う場合は、あらかじめ、運用通知別記様式第２２号により水

産庁長官の承認を受けるものとする。 
 

第９１条 事業の状況報告 
１ 組合又は連合会は、毎事業年度、当該事業年度の１２月末現在において、当該事業

の遂行状況を、別記様式第７－３号により、その翌月末日までに財団に報告するもの



とする。 

２ 財団は、１の報告があった場合は、運用通知別記様式第２３号により水産庁長官に

報告するものとする。 
 

第９２条 漁業共済掛金助成金の支出 
１ 財団は、事業の円滑な運営に必要な場合、概算払いを行うことができるものとする。 

２ 組合又は連合会は、交付金の概算払いを受けようとするときは、別記様式第７－４

号により概算払請求書を財団に提出するものとする。財団は、当該請求書につき交付

金を支出することが適当かどうか審査した上で、組合又は連合会に対し概算払いを行

うものとする。 

３ 組合又は連合会は、毎事業年度終了後遅滞なく、別記様式第７－５号により交付実

績報告書及び当該報告書の添付書類正副２部並びに第８８条の１に定められた証明書

及び第８９条の１に定められた報告書を財団に提出するものとする。 

４ 組合又は連合会は、３の交付実績報告書を財団への請求書に代えることができるも

のとする。 

５ 財団は、３の報告があった場合には、当該報告につき交付金を支出することが適当

かどうか審査した上で、組合又は連合会に対し、交付金の支払を行うものとする。 

６ 組合又は連合会は、第８８条の１の漁業共済掛金助成の対象となった共済契約（以

下「助成対象契約」という。）において、漁災法第９０条第２項、第９１条第４項、

第９２条第２項及び第１１３条の２第７項の規定に基づく払戻しを行った場合には、

当該契約に係る助成金の額を精算しなければならない。 

 
第９３条 事業実績の報告 

財団は、第９２条の３の報告及び４の精算があった場合は、運用通知別記様式第２

４号により水産庁長官に報告するものとする。 
 

第９４条 漁業共済掛金助成金の返還 
財団は、助成対象者が偽りその他不正の手段により漁業共済掛金助成金の交付を受

けたときは、漁業共済掛金助成金の全部又は一部の返還を当該助成対象者に対し命ず

るものとする。 
 

第９５条 帳簿及び証拠書類 
共済団体は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係証拠書類を

事業終了の年度の翌年度から起算して、５年間保管するものとする。 

 
第９６条 事務の委託 
１ 財団は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、当該事業に係る事務の

一部又は全部を共済団体に委託することができるものとする。 
２ 財団は、１の委託を行う場合には、あらかじめ水産庁長官と協議するものとする。 

 



第４節 再編整備等推進支援事業 
 
第９７条 事業の内容 

財団が、日台漁業取決めの影響を踏まえた漁業生産体制の再編整備のために第９９

条で規定する事業実施機関が次の事業を実施するために造成する事業資金の一部につ

いて定率で助成するものとする。 

１ 再編整備支援事業 
２ 魚種転換等支援事業 

 

第９８条 事業の対象者 
この事業の対象となる漁業（以下「減船等対象業種」という。）及び漁業者（以下

「減船等対象者」という。）は、次のとおりとする。 

１ 「減船等対象業種」は、取決め適用水域を操業区域とし、農林水産大臣の許可を必

要とする漁業（以下「大臣許可漁業」という。）及び沖縄県知事の許可を必要とする

漁業（以下「知事許可漁業」という。）のうち、許可する漁船隻数の最高限度が定め

られているもの又はこれを定める予定のある漁業であって、第１００条に定める事業

（以下「減船等」という。）の取組の対象となる漁業（魚種転換等支援事業の場合に

ついては、従前の業種）とする。 

２ 「減船等対象者」は、日台漁業取決めの影響を踏まえ、減船等の取組を行う減船等

対象業種を営む沖縄県内に住所を有する漁業者（その者が法人の場合については、そ

の主たる事務所の所在地が沖縄県内であるもの）であって、（１）の要件に該当し、

かつ（２）～（４）の要件のいずれかに該当することの証明を当該漁業者が所属する

漁業協同組合等の長により受けた者とする（証明は、別記様式第８－１号による。）。

ただし、次のいずれにも該当しない者であって、第４条により財団が設置する検討委

員会において、日台漁業取決めの実施により漁業経営に相当の影響を受けるものとし

て、減船等対象者とすることが特に必要であると認められた漁業者であって、水産庁

長官の承認を受けた者は、この限りではない（承認申請は、別記様式第８－２号によ

る。）。 

（１）日台漁業取決めが交わされる前の直近３か年のいずれかの事業年度において、減

船等対象業種に係る取決め適用水域における漁獲量又は漁獲金額が当該事業年度に

おける当該漁業者の減船等対象業種に係る総漁獲量又は総漁獲金額の１０％以上を

占めている者 

（２）（１）に該当する者であって、第１００条の１の（１）のアに定める減船により

漁業の維持を図ろうとするもの 

（３）（１）に該当する者であって、第１００条の１の（１）のイに定める漁船の小型

化により漁業の維持を図ろうとするもの 

（４）（１）に該当する者であって、第１００条の２の（１）に定める魚種又は業種の

転換により漁業の維持を図ろうとするもの 

 

 



第９９条 事業実施機関 
この事業の事業実施機関は、第３条の３に規定する事業実施者のうち減船等対象者

が所属する次のいずれかに該当する機関とする。 

１ 漁業協同組合、沖縄県漁業協同組合連合会、一般社団法人、一般財団法人、公益社

団法人又は公益財団法人 

２ 法人格を有しない団体であって、代表者、団体の目的、団体の意思決定の機関及び

その決定の方法を定めた規約を有し、第１０２条に規定する事業計画を確実かつ適正

に実行することが客観的に認められるもの 

 

第１００条 事業実施機関の行う事業の内容 
１ 再編整備支援事業 

（１）「再編整備支援事業」とは、次の事業をいう。 

ア 減船 

減船の対象となる漁船（以下「減船対象漁船」という。）について、売却（販売

先の漁業者が使用する漁場の資源管理への影響や当該漁船が輸出され我が国の資

源・操業に影響が生じない場合に限る。）による処分ができず、（ア）に定める処

分又は譲渡の方法によるスクラップ処分等（以下「漁船のスクラップ処分等」とい

う。）を行った者又は減船対象漁船を取得し、かつその代替漁船（減船対象漁船と

同一の業種で使用されている漁船であって、当該減船対象漁船より船齢が高く、か

つ当該減船対象漁船の代替として漁船のスクラップ処分等を行うものをいう。）に

ついて漁船のスクラップ処分等を行った者に対し、事業実施機関が造成した事業資

金から、不要漁船処理対策助成金を交付するものとする。 

また、減船対象漁船に係る漁船のスクラップ処分等に伴い不要となる使用中の漁

具について、（イ）に定める処分又は譲渡の方法によるスクラップ処分等（以下「漁

具のスクラップ処分等」という。）を行った者に対し、事業実施機関が造成した事

業資金から、不要漁船・漁具処理対策助成金を交付するものとする。 

（ア）「漁船のスクラップ処分等」は、次に掲げる処分又は譲渡とする。 

ａ 漁船の解体又は焼却の方法によるスクラップ処分 

ｂ 国、地方公共団体又は漁業協同組合の行う魚礁設置事業に使用するための沈船

処分 

ｃ その漁船を使用して漁業を営もうとする漁業者（東北地方太平洋沖地震に伴う

津波により漁船を失った漁業者（以下「被災漁業者」という。）に限る。）又は

その漁船を自らの組合員、会員、社員等である被災漁業者に使用させるために取

得しようとする漁業協同組合その他の法人への譲渡 

（イ）「漁具のスクラップ処分等」は、次に掲げる処分又は譲渡とする。 

ａ 漁具の解体、裁断、埋立又は焼却の方法によるスクラップ処分 

ｂ その漁具を使用して漁業を営もうとする被災漁業者又はその漁具を自らの組合

員、会員、社員等である被災漁業者に使用させるために取得しようとする漁業協

同組合その他の法人への譲渡 

イ 漁船の小型化 



漁船の小型化（次の（ア）又は（イ）に定めるものに限る。以下同じ。）の対象と

なる漁船（以下「小型化対象漁船」という。）について、漁船のスクラップ処分等

を行った者に対し、事業実施機関が造成した事業資金から不要漁船処理対策助成金

を交付するものとする。 

また、小型化対象漁船に係る漁船のスクラップ処分等に併せて不要となる使用中

の漁具について、漁具のスクラップ処分等を行った者に対し、事業実施機関が造成

した事業資金から不要漁船・漁具処理対策助成金を交付するものとする。 

（ア）減船等対象業種のうち、総トン数階層区分別の許可隻数が定められている漁業

又はこれを定める予定のある漁業であって、減船等対象者が、その許可を受けて

いる漁船の総トン数が属する総トン数階層区分より下位にある総トン数階層区分

に属する総トン数の代船について許可又は起業の認可を受ける場合の漁船の小型

化（当該漁船と同一の総トン数階層区分に属する総トン数の代船について許可を

受けようとする者が、一時的に当該漁船より下位にある総トン数階層区分に属す

る総トン数の代船について許可又は起業の認可を受ける場合を除く。） 

（イ）減船等対象者が、減船等対象業種を変更することなく、漁獲努力量をおおむね

２割以上縮減する漁法の転換（以下「漁法の転換」という。）又は附属船（まき

網漁業等における運搬船若しくは魚探船（灯船を含む。）であって許可船舶ごと

に附属船の隻数の最高限度が定められているもの又はこれを定める予定のあるも

のに限る。以下同じ。）の縮減を行い、当該漁業の許可又は起業の認可を受ける

場合の漁船の小型化 

（２）（１）のア及びイの事業は、第１０２条に規定する同一の事業計画で併せて行う

ことができるものとする。 
 ２ 魚種転換等支援事業 

（１）「魚種転換等支援事業」とは、次の事業をいう。 

ア 漁具又は漁ろう設備の取得又は設置 

魚種又は業種の転換（漁獲対象魚種又は業種の転換であって、転換後の漁業を３

年以上の間継続するもの。以下同じ。）をするために必要な漁具又は漁ろう設備を

取得又は設置した者に対し、事業実施機関が造成した事業資金から魚種転換等支援

助成金を交付するものとする。 

イ 不要漁具のスクラップ処分等 

魚種又は業種の転換により不要となる使用中の漁具（魚種又は業種の転換により

廃業する転換前の業種に係るものに限る。）について、漁具のスクラップ処分等を

行った者に対し、事業実施機関が造成した事業資金から魚種転換等支援助成金を交

付するものとする。 

（２）（１）のア及びイの事業は、第１０２条に規定する同一の事業計画で併せて行う

ことができるものとする。 

（３）魚種転換等支援事業の対象となった漁船については、魚種転換等支援助成金の交

付申請を行った年度から３年度の間、１に規定する再編備支援事業の対象としない。 

 
第１０１条 事業実施についての事前相談 



事業実施機関は、所属する減船等対象者に減船等の実施要望があり、事業を実施し

ようとする場合には、事業を適切かつ円滑に進めるため、事業の対象とする減船等対

象業種に応じて、沖縄県水産課及び水産庁漁業調整課に減船等の目的及び内容並びに

減船実施基準日等について事前に相談するものとする。 

 
第１０２条 事業計画の作成 

事業実施機関は、再編整備等推進支援事業を実施しようとするときは、運用通知別

記様式第２５号又は第２６号により再編整備等推進支援事業計画（以下「事業計画」

という。）を作成し、１及び２の手順により水産庁長官へ提出し、その承認を得なけ

ればならない。これを変更するときも、提出の手順については同様とする。 

なお、事業計画書に添付を要する書類については、各様式に定めるもののほか別記

様式第８－１号による再編整備等推進支援事業対象者証明書又は別記様式第８－２号

による再編整備等推進支援事業承認申請書とその承認書の写し、及び別記様式第８－

３号による事業実施者一覧とする。 

また、事業計画の承認後において、再編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分

等を行う漁船が事故等により航海に堪えられなくなった場合は、当該漁船を事業計画

から削除し、当該事業計画の変更を行うものとする。 

１ 事業実施機関は、事業計画に必要書類を添付の上、財団の代表者に提出するものと

する。 

２ 財団の代表者は、１の事業計画の提出を受けたときは、その内容を確認の上、当該

事業計画を水産庁長官に提出するものとする。この場合、当該事業計画が大臣許可漁

業のみに係る場合以外の場合については、沖縄県知事を経由して水産庁長官へ提出（沖

縄県知事は当該事業計画に係る意見書を添付）するものとする。 
 

第１０３条 事業計画の承認 
水産庁長官は、事業実施機関が提出した事業計画につき、その事業の区分ごとに次

の要件が満たされていると認め、かつ日台漁業取決めの影響を踏まえた漁業生産体制

の再編整備を円滑に推進する上で必要と認める場合には、当該事業計画を承認し、当

該事業計画書の写しを財団の代表者及び沖縄県知事に送付するものとする。当該事業

計画の変更について承認するときも同様とする。 
１ 再編整備支援事業及び魚種転換等支援事業の共通要件 

（１）この事業による減船等が漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和

５１年法律第４３号。）第６条の規定に基づく整備事業によるものである場合には、

当該整備事業に係る整備計画が農林水産大臣により適当である旨の認定を受けてい

ること。 

（２）事業計画に参加する漁業者の数及び当該事業の実施の状態からみて日台漁業取決

めの影響を踏まえた漁業生産体制の再編整備が的確に実施されると認められるこ

と。 

（３）この事業によるもののほか、事業計画に関して、国からの補助金等の交付を受け

ていないこと。 



２ 再編整備支援事業の特別要件 

（１）再編整備支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法が、ア及びイの要件

を満たし、再編整備支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。 

ア 再編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分等又は漁具のスクラップ処分等を

行う者が受け取る不要漁船処理対策助成金及び不要漁船・漁具処理対策助成金の額

は、第１０４条の２で定める算定方法によって得られる額の範囲内の額となってい

ること。この場合において、当該助成金の額が第１０４条の２で定める算定方法に

よって得られる額を下回るときは、当該助成金を受け取る者が当該助成金の額につ

いて承諾していること。 

イ 事業計画に参加する減船等対象業種を営む漁業者であって、減船により当該業種

から退出する者以外のもの（以下「残存漁業者」という。）又は漁業協同組合、漁

業団体、地方公共団体等（以下「残存漁業者等」という。）による事業実施機関の

事業資金の造成に係る負担について、負担者、負担金額の総額及び各残存漁業者の

負担金額が、次の全ての要件を満たしていること。 

（ア）残存漁業者等の事業資金の造成に係る負担者、負担金額の総額及び各残存漁業

者の負担金額は、残存漁業者の全部又は代表者が参加する、総会、協議会等の場

で決定されたものであること。 

（イ）原則として、全ての残存漁業者が負担を行うとともに、各残存漁業者の負担金

額は、残存漁業者数、漁船のトン数、漁獲金額又は漁獲量に応じて算定された額

であること。 
 ただし、原則によりがたい場合であっても、減船等を実施する者が残存漁業者

等に該当する場合、減船等を実施する者以外の残存漁業者も助成金を負担するこ

ととし、減船等を実施する者の負担金額は、事業資金の造成に係る負担を行う残

存漁業者数、漁船のトン数、漁獲金額又は漁獲量に応じて算定された額を上限と

すること。 

（ウ）事業実施機関等の団体が残存漁業者の負担金額を立て替える場合又は同者に貸

し付ける場合（水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）第１１条の４第

２項において規定する信用事業（以下「信用事業」という。）によるものを除く。）

については、その団体の総会、協議会等の場で償還計画等が決定されており、償

還方法が明確になっていること。 

（２）単に減船等を行う者の負債対策のみを目的として行われるものではないこと。 

３ 魚種転換等支援事業の特別要件 

（１）魚種転換等支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法が、ア及びイの要

件を満たし、魚種転換等支援事業を確実に遂行するために適切なものであること。 

ア 魚種又は業種の転換をする者が受け取る魚種転換等支援助成金の額は、第１０４

条の２で定める算定方法によって得られる額の範囲内の額となっていること。この

場合において、当該助成金の額が第１０４条の２で定める算定方法によって得られ

る額を下回るときは、当該助成金を受け取る者が当該助成金の額について承諾して

いること。 

イ 事業計画に参加する減船等対象業種を営む漁業者及び漁業協同組合、漁業団体、



地方公共団体等（以下「漁業者等」という。）による事業実施機関の事業資金の造

成に係る負担について、負担者、負担金額の総額及び事業計画に参加する各漁業者

の負担金額が、次の全ての要件を満たしていること。 

（ア）漁業者等の事業資金の造成に係る負担者、負担金額の総額、事業計画に参加す

る各漁業者の負担金額は、事業計画に参加する漁業者の全部又は代表者が参加す

る、総会、協議会等の場で決定されたものであること。 

（イ）事業実施機関等の団体が事業計画に参加する漁業者の負担金額を立て替える場

合又は同者に貸し付ける（信用事業によるものを除く。）場合は、その団体の総

会、協議会等の場で償還計画等が決定されており、償還方法が明確になっている

こと。 

（２）魚種又は業種の転換による転換後の業種等における船舶の隻数の増加等について

特段問題のないものと認められること。 
 

第１０４条 財団から事業実施機関へ交付する事業資金助成金の基準 
財団は、交付等要綱第６第１項により造成した基金の範囲内において、事業実施機

関に対し、事業実施機関が第１００条の１又は２の事業を実施するために造成する事

業資金（２に定める算定方法によって得られる額の範囲内とする。）につき、第１０

０条の１又は２の事業の区分ごとに２に掲げる算定方式によって得られる額に１に掲

げる割合を乗じた額を事業資金助成金として助成するものとする。 

１ 助成割合 

（１）再編整備支援事業 

ア 大臣許可漁業     ２／３以内 

イ 知事許可漁業     １／２以内 

（２）魚種転換等支援事業     １／２以内 

２ 算定方法 

（１）再編整備支援事業 

ア 不要漁船処理対策助成金 

再編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分等を行う漁船の基準残存価格と

し、次の算式により算定される額とする。 

また、この算式におけるそれぞれの値は、（ア）から（エ）までによるものとす

る。 

なお、再編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分等を第１００条の１の（１）

のアの（ア）のｃに定める譲渡の方法によって行う場合については、算定される額

から当該譲渡によって得た金額を控除した額とする。 
 

漁船のスクラップ処分等を行う漁船の基準残存価格＝Ｗ×Ａ×Ｂ×Ｃ 
 

（ア）Ｗは、当該漁船の総トン数の数値（漁船の小型化の場合については、小型化対

象漁船に係る漁船のスクラップ処分等を行う漁船の総トン数）とする。 

（イ）Ａは、当該漁船の運用通知別表４に定める基準単価（漁船の小型化の場合につ



いては、小型化対象漁船に係る漁船のスクラップ処分等を行う漁船の基準単価。

以下同じ。）とする。ただし、再編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分等

を行う漁船について、該当する基準単価の記載がない場合又は船質が軽合金等で

あって運用通知別表４に定める当該漁船の新船建造価格が不明な場合について

は、事業実施機関は、第１０２条の規定により承認を得ようとする際に、当該漁

船に係る額の算定の方法について水産庁長官と協議するものとする。 

（ウ）Ｂは、当該漁船の経過年数（当該漁船の船齢が当該業種の全登録漁船の平均船

齢又は１１年（当該漁船が木船である場合については７年。以下同じ。）より低

い場合については、当該平均船齢又は１１年のいずれか高いもの）に応じた運用

通知別表５に定める時価現有率（漁船の小型化の場合については、小型化対象漁

船に係る漁船のスクラップ処分等を行う漁船の時価現有率）とする。ただし、再

編整備支援事業に係る漁船のスクラップ処分等を行う漁船の経過年数について該

当する時価現有率の記載がない場合は、事業実施機関は、第１０２条の規定によ

り承認を得ようとする際に、当該漁船に係る額の算定の方法について、水産庁長

官と協議するものとする。 

（エ）Ｃは、それぞれの場合において次のとおりとする。 

ａ 第１００条の１の（１）のイの（ア）の場合については、次の算式により算出

して得た値とする。 

漁船のスクラップ処分等を行う漁船の総トン数－小型化後に使用する漁船の総トン数 

漁船のスクラップ処分等を行う漁船の総トン数 

ｂ 第１００条の１の（１）のイの（イ）のうち、漁法の転換による場合にあって

は、水産庁長官と協議した漁法の転換による漁獲努力量縮減率とし、附属船の縮

減の場合にあっては０．９とする。 

ｃ ａ及びｂのいずれにも該当しない場合については、１とする。 

イ 不要漁船･漁具処理対策助成金 

アで算出される額と次の算式により算定される再編整備支援事業に係る漁具のス

クラップ処分等を行う漁具の基準残存価格（再編整備支援事業に係る漁具のスクラ

ップ処分等を第１００条の１の（１）のアの（イ）のｂに定める譲渡の方法によっ

て行う場合については、算定される額から当該譲渡によって得た金額を控除した額。

以下同じ。）との合計額とする。 
 

  漁具のスクラップ処分等を行う漁具の基準残存価格＝漁具購入額×２／３ 

 

（２）魚種転換等支援事業 

ア 魚種転換等支援助成金 

（ア）漁具又は漁ろう装置の取得又は設置 

漁具又は漁ろう装置の取得又は設置に実際に要した額とする。 

（イ）不要漁具のスクラップ処分等 

（１）のイの算定方法により算出した魚種転換等支援事業に係る漁具のスクラ

ップ処分等を行う漁具の基準残存価格の額とする。 



第１０５条 事業実施機関における事業資金の造成 
事業実施機関は、水産庁長官の承認を受けた事業計画に従い、この事業に係る漁船

のスクラップ処分等、漁具又は漁ろう設備の取得又は設置等を行った者への不要漁船

処理対策助成金、不要漁船・漁具処理対策助成金又は魚種転換等支援助成金の交付に

充てるため、次により事業資金を造成するものとする。 

１ 事業資金の造成は、第１０４条の２に定める算定方式によって得られる額を基準と

して、次の割合を乗じた額により、沖縄県、事業実施機関及び残存漁業者等の負担金

並びに財団からの事業資金助成金をもって行うものとする。 

（１）再編整備支援事業 

ア 大臣許可漁業 

（ア）残存漁業者等 減船を実施する者と残存漁業者等で合意した割合 

（イ）財団     ２／３以内 

イ 知事許可漁業 

（ア）残存漁業者等 減船を実施する者と残存漁業者等で合意した割合 

（イ）沖縄県    １／３ 

（ウ）財団     １／２以内 

（２）魚種転換等支援事業 

ア 漁業者等    １／２以上 

イ 財団     １／２以内 

２ 減船等の対象となる業種の１割以上が減船等に取り組む場合又は魚種転換等支援事

業の場合については、１の規定にかかわらず、沖縄県、残存漁業者等又は漁業者等の

負担割合を変更することができるものとする。 

３ 事業実施機関は、事業資金を他の業務に係る資金と区分して経理しなければならな

い。 

 
第１０６条 財団から事業実施機関への事業資金助成金等の交付 
１ 事業実施機関は、事業計画について水産庁長官の承認を得た上で、第１００条の１

又は２の事業を実施するための事業資金を造成するため、財団から事業資金助成金の

交付を受けようとするときは、運用通知別記様式第２７号により事業資金助成金交付

申請書を作成し、これに第１００条の１又は２によりこの事業に係る漁船のスクラッ

プ処分等、漁具又は漁ろう設備の取得又は設置等を行った者が作成した運用通知別記

様式第２８号、第２９号又は第３０号による助成金交付申請書を添付の上、財団に提

出しなければならない。なお、助成金交付申請書に添付を要する書類については、各

様式に定めるもののほか別記様式第８－１号による再編整備等推進支援事業対象者証

明書又は別記様式第８－２号による再編整備等推進支援事業承認申請書とその承認書

の写しとする。 

２ 財団は、１の事業資金助成金交付申請書の提出があった場合において、その交付申

請書の内容が適当であると認めるときは、当該事業実施機関に対し、事業資金助成金

の交付を行うものとする。 

３ 事業実施機関は、財団から交付を受けた事業資金助成金、沖縄県、事業実施機関、



残存漁業者等による負担金等により、事業資金を造成した後、１の助成金交付申請書

に基づき、それぞれ不要漁船処理対策助成金、不要漁船・漁具処理対策助成金又は魚

種転換等支援助成金を交付するものとする。 
 

第１０７条 事業実績の報告 
１ 事業実施機関は、事業終了後遅滞なく、運用通知別記様式第３６号により事業実績

報告書を作成し、財団に提出するものとする。 

２ 財団は、１の事業実績報告書の提出があった場合は、運用通知別記様式第３７号に

より水産庁長官に報告するものとする。 

 
第１０８条 事業資金助成金の返還 

財団は、事業実施機関が不要漁船処理対策助成金、不要漁船・漁具処理対策助成金

又は魚種転換等支援助成金の交付を全て終了した場合において、この事業に係る事業

資金に残額が生じたときは、当該事業実施機関に対し、事業資金の収支及び残額等に

つき財団に報告させるとともに、当該残額のうち財団が事業実施機関に交付した事業

資金助成金に相当する金額を財団に返還すべきことを命ずるものとする。 
 

第１０９条 事業の委託 
財団は、この事業を円滑に実施するために必要がある場合には、あらかじめ、水産

庁長官の承認を受けて、当該事業に係る事務の一部を第三者に委託することができる

ものとする。 
 

第４章 漁業環境整備の推進 
第１節 海岸清掃等活動支援事業 
 
第１１０条 財団による助成 

財団は、事業実施者（以下「活動組織」という。）に対して、財団が海岸清掃等活

動支援事業（以下「支援事業」という。）に要する経費を定額で助成するものとする。 
 

第１１１条 事業内容 
漁業者等が漁場生産力及び漁業生産への支障物の除去による漁労生産性を向上させ

るため、漁場及び漁場に流れ込む恐れのある漂流・漂着ゴミの除去を行う活動に対し

支援を行うものとする。 
 

第１１２条 助成の対象経費 
支援事業の助成金の対象となる活動（以下「活動項目」という。）は、別表６に掲

げるものとする。 
 

第１１３条 活動組織 
この事業の活動組織は、次に掲げる要件を満たすものとする。 



１ 本対策の趣旨を踏まえ、活動組織の構成員として漁業者以外の者の参加を積極的に

受け入れること。 

２ 効果的に活動を実施できる区域を基本として地域の実情に応じて構成されているこ

と。 

３ 次に掲げるすべての事項を活動組織の規約（以下「規約」という。）として定めて

いること。なお、規約は、運用通知別記様式第３８号を参考に作成するものとする。 

（１）活動の目的、構成員、合議方法その他組織運営に必要な事項を定めていること。 

（２）活動の対象とする内容が別表６に掲げる活動項目であること。 

４ 活動計画は運用通知別記様式第３９号を参考に作成するものとする。 

 
第１１４条 助成の実施 

支援事業の助成金の助成額は、別表６の単価表から算出した助成金額を合計した額

とする。 

なお、財団は、助成の実施に当たって、本事業と類似する他の国の事業と重複して

実施しない様、事前に調整することとする。 
別表６ 

活動項目 活動内容 活動規模 単位 交付単価 

海洋汚染等の原因となる漂流、

漂着物、堆積物処理（漁業者等が

行う砂浜、海底、沖等の廃棄物等

処理費用） 

重機リース代 １ 台/回 32,000 

清掃資材費 １ 式/回 15,000 

ゴミ処理費用 １ 回 100,000 

運搬費（4 トン車使用 1 台（運

転手人件費込み）及び海上輸送

費） 

１ 式/回 40,000 

浚渫費（1 立法メートルあたり） １ ｍ3 

 

6,000 

傭船料（1 人分の人件費及び燃

油費込） 

１ 隻/回 28,000 

日当 10 人未満 人/回 7,500 

日当 10 人以上 人/回 8,500 

モニタリング費 1ha～25ha(年 6 回未満)  180,000 

1ha～25ha(年 6 回以上)  250,000 

25ha～50ha(年 6 回未満)  390,000 

25ha～50ha(年 6 回以上)  550,000 

50ha～75ha(年 6 回未満)  600,000 

50ha～75ha(年 6 回以上)  850,000 

75ha 以上(年 6 回未満)  810,000 

75ha 以上(年 6 回以上)  1,150,000 

啓発・普及費 1 式 400,000 

 



第１１５条 支援事業の採択申請等 
１ 支援事業の助成金の交付について採択を受けようとする活動組織の代表者は、支援

事業の採択申請書を運用通知別記様式第４０号により作成し、規約及び活動計画を添

付の上、財団に提出するものとする。 

２ １の申請を受けた財団は、申請書を審査の上、当該活動組織に支援事業の助成金を

交付することが適当と認められるときは、採択し、速やかに当該活動組織の代表者に

運用通知別記様式第４１号により支援事業の助成金の採択通知書を交付する。 

３ 財団は、２の活動組織の採択を行った場合は、運用通知別記様式第４２号により、

速やかに水産庁長官へ届出を行うものとする。 

４ 支援事業の採択申請の内容、規約又は活動計画に変更があった場合の事務手続は、

次のとおりとする。 

（１）活動組織の代表者は、財団から通知された採択通知の内容、財団に提出した規約

又は活動計画に変更があるとき（（３）の場合を除く。）は、速やかに財団に運用

通知別記様式第４３号により承認を申請しなければならない。 

（２）財団は、（１）の申請の内容を審査の上、その内容が適切であると認められると

きは、これを承認し、速やかに運用通知別記様式第４４号により当該活動組織の代

表者に通知しなければならない。 

（３）活動組織の代表者は、規約又は活動計画のうち支援事業の助成金額及び交付に係

る要件に該当しない変更をしたときは、財団に運用通知別記様式第４５号により届

出を行うものとする。 

（４）財団は、（２）の変更承認を行った場合は、運用通知別記様式第４６号により、

速やかに水産庁長官へ届出を行うものとする。 

 
第１１６条 実施状況の報告 

活動組織の代表者は、財団が定めた期日までに運用通知別記様式第４７号により、

活動計画の実施状況について、財団に提出及び報告するものとする。 

 
第１１７条 実施状況等の確認 
１ 財団は、活動計画に定められた事項の実施状況等について、運用通知別記様式第４

７号に基づき報告された書類等の審査により確認するほか、必要に応じて、現地にお

いてこれを確認するものとする。 

２ 実施状況等の確認方法及び確認の実施体制については、別紙のとおりとする。 

 
第１１８条 支援事業の助成金の返還 
１ 活動組織が対象活動を実施するにあたり、次のいずれかに該当するときは、財団は

支援事業の助成金の返還等の措置を講ずるものとする。 

（１）活動組織規約で定められた事項が遵守されていないとき 

（２）支援事業の助成金が活動計画に位置付けられた活動の実施以外の目的に使用され

ていると認められたとき 

２ 財団は、活動組織が１の（１）又は（２）に該当することのないようにするため、



適切に指導するものとする。 

３ １の（１）又は（２）に該当した場合であっても、自然災害その他やむを得ない理

由が認められるときは、支援事業の助成金の返還を免除することとする。ただし、災

害からの復旧等を除き、当該活動組織については、当該年度以降の支援事業の助成金

の交付は行わないこととする。 

４ 財団は、活動組織が対策事業の助成金を返還する必要が生じたときには、当該活動

組織の代表者に速やかに通知することとする。 

 
第１１９条 支援事業の助成金の会計経理 
１ 証拠書類の保管 

財団及び支援事業の助成金の交付を受けた活動組織は、証拠書類を保管するものと

する。 

（１）財団 

財団は、支援事業の助成金の交付申請の基礎となった証拠書類又は証拠物及び交

付に関する次の証拠書類を事業の助成金の交付が完了した日が属する年度の終了の

日の翌日から起算して５年間保管しなければならない。 

ア 予算書及び決算書 

イ 支援事業の助成金の交付から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類 

ウ その他支援事業の助成金に関する書類 
（２）活動組織 

活動組織は、会計経理を適正に行うとともに、交付を受けた日が属する年度の終

了の日の翌日から起算して５年間、次に掲げる書類を保管しなければならない。 

ア 金銭出納簿 

イ 領収書その他支払いを証明する書類 

２ 会計経理の適正化 

活動組織の代表者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。 

（１）支援事業の助成金は、他の事業と区分して経理を行うこと。 

（２）支援事業の助成金は、活動計画に規定した内容に基づいて使用し、その都度領収

書その他支払いを証明する書類を受領し、保管しておくこと。 

（３）金銭の出納は、金銭出納簿により行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に

口座を設けること。 

３ 支援事業の助成金の清算 

活動組織は、年度末に残額が生じたときは、当該残額を財団に返還するものとする。 

４ 抽出検査の実施 

水産庁長官は、必要に応じ、財団立ち会いの下、活動組織の中から抽出して証拠書

類等について検査を行うものとする。 
 

第１２０条 事業の実施状況 
財団は、毎年度、第１１６条に基づいて提出された支援事業に係る実施状況報告書

のうち活動確認一覧表を取りまとめ、運用通知別記様式第４８号により、当該事業を



実施した翌年度の４月末日までに、水産庁長官に提出するものとする。 
 

第１２１条 事務等の委託 
活動組織は、事業を円滑に実施するために必要がある場合には、事業の助成金に係

る活動及び事務の一部を当該対象活動組織の構成員以外の者に委託等をすることがで

きるものとする。 
 

第５章 雑則 

 

第１２２条 この交付規則に定めるもののほか、沖縄漁業基金事業の実施に当たり必要な

事項については、別途財団が定めるものとする。 

 

第６章 附則 

 

第１２３条 

１ この交付規則は、平成２６年２月２１日から施行する。 

２ 平成２７年３月１６日一部改正 

３ 平成２７年１１月１２日一部改正 

４ 平成２８年３月９日一部改正 

５ 平成２９年３月２９日一部改正 

６ 平成３０年２月１９日一部改正 

７ 平成３０年３月３０日一部改正 

８ 平成３１年４月１日一部改正 

９ 令和３年１２月２３日一部改正 

10 令和４年４月７日一部改正 

11 令和５年８月１５日一部改正 

12 この交付規則は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


